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 津市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここ 

に公布する。 

  平成２７年６月１０日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第３６号 

   津市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 津市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則（平成１８年津市規則第４５ 

号）の一部を次のように改正する。 

第３号様式中
「個人番号 

を「宛名コード」に改める。 
  世帯番号｣ 

   附 則 

この規則は、平成２７年６月２２日から施行する。 



津市訓令第１０号 

                              庁中一般 

                              出先機関 

 津市職員の早期退職募集の取扱い等に関する規程を次のように定める。 

  平成２７年６月９日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

   津市職員の早期退職募集の取扱い等に関する規程 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、三重県市町総合事務組合退職手当支給条例（平成２４年

三重県市町総合事務組合条例第３６号。以下「事務組合条例」という。）第

１０条第１項第１号の規定による定年前に退職する意思を有する職員の募集

（以下「早期退職募集」という。）の取扱い等に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

 （募集対象者） 

第２条 早期退職募集の対象となるべき職員（以下「募集対象者」という。）

の範囲は、退職すべき期日において、４５歳以上６０歳未満（津市職員の給

与に関する条例（平成１８年津市条例第４２号）別表第２に規定するア教育

職給料表（一）の適用を受ける職員にあっては、５０歳以上６５歳未満）の

職員のうちから、市長が定めるものとする。 

 （募集人数） 

第３条 早期退職募集をする人数は、当該早期退職募集を行う日の属する年度

の末日における職員の年齢別構成等の状況に基づき、その都度、市長が定

めるものとする。 

 （募集期間） 

第４条 早期退職募集の期間（以下「募集期間」という。）は、当該早期退職

募集を行う日の属する年度の４月１日から９月３０日までの間において市長

が定めるものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。 

 （退職すべき期日） 

第５条 事務組合条例第１０条第１１項の認定（以下「認定」という。）を受

けた場合における退職すべき期日については、早期退職募集を行う日の属す

る年度の末日又は任命権者の指定した日とする。 



 （手続） 

第６条 市長は、早期退職募集を行うに当たっては、当該早期退職募集に関し

必要な事項を記載した要項（以下「募集実施要項」という。）を募集対象者

に周知するものとする。 

２ 早期退職募集に係る応募をしようとする者は、募集期間内に、早期退職希

望者の募集に係る応募申請書（第１号様式）を所属長を経由して、任命権者

に提出しなければならない。 

３ 認定を受けた者は、辞職願（津市職員任免事務取扱規程（平成１８年津市

訓令第１０号）第２号様式）を速やかに所属長を経由して、任命権者に提出

しなければならない。 

４ 早期退職募集に係る応募の取下げを行おうとする者は、早期退職希望者の

募集に係る応募取下げ申請書（第２号様式）を所属長を経由して、任命権者

に提出しなければならない。 

 （募集実施要項及び認定応募者数の公表） 

第７条 市長は、毎年度、募集実施要項及び認定を受けた応募者の人数を公

表するものとする。 

 （委任） 

第８条 この規程に定めるもののほか、早期退職募集の取扱い等に関し必要な

事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

１ この訓令は、公布の日から施行する。 

２ 津市職員勧奨退職取扱規程（平成１８年津市訓令第１５号）は、廃止する。 



第１号様式（第６条関係）

早期退職希望者の募集に係る応募申請書

 （任命権者）               応募年月日     年  月  日

                 様    応募申請者  

 私は、三重県市町総合事務組合退職手当支給条例第 10 条第９項の規定により、この

度の早期退職希望者の募集に応募をします。

１  応募をする早期退職希望者の募集について

募集の期間 年  月  日から    年  月  日まで

退職すべき

期日又は期間

備 考

 （注） 「募集の期間」及び「退職すべき期日又は期間」は、「募集実施要項」に記載さ

れている期日・期間を記入すること。

２  応募申請者について

ふりがな

氏  名

所  属

職  名

級 号 給 給料表 （        ）      級    号給

生年月日  年  月  日 年  齢   歳

 （注）    年  月  日現在で記入すること。

 ※任命権者記入欄

受理年月日    年  月  日 受理番号



第２号様式（第６条関係）

早期退職希望者の募集に係る応募取下げ申請書

 （任命権者）               応募年月日     年  月  日

                 様    応募申請者  

 私は、三重県市町総合事務組合退職手当支給条例第 10 条第９項の規定により、早期

退職希望者の募集に係る応募申請を取り下げます。

１  取下げ申請をする早期退職希望者の募集について

募集の期間 年  月  日から    年  月  日まで

退職すべき

期日又は期間

２  取下げ申請者について

ふりがな

氏  名

所  属

職  名

３  認定について

認定通知書に記載された

認定年月日
年  月  日

退職すべき期日又は期間

 （注）「３ 認定について」欄は、取下げ時点において認定を受けている場合に記入す

ること。また、このうち「退職すべき期日又は期間」欄には、取下げ時点において

退職すべき期日が既に通知されている場合はその期日を、それ以外の場合は退職す

べき期間を記入する。

 ※任命権者記入欄

受理年月日  年  月  日

応募申請書

の受理番号



津市告示第１５５号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次の

ように道路の区域を変更した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２７年６月１日 

 津市長 前 葉 泰 幸   

１ 路線名 ３６３０ 栄町羽所町第１号線 

道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ）

津市羽所町 398 番地先から 

津市羽所町 399 番地先まで 
旧 11.0～19.6 35.0 

津市羽所町 398 番地先から 

津市羽所町 300 番 18 地先まで 
新 17.0～34.0 39.2 

２ 路線名 ３８７４ 羽所町第１０号線 

  道路区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ）

津市羽所町 399 番地先から 

津市羽所町 700 番地先まで 
旧 7.8～12.7 54.2 

津市羽所町 399 番地先から 

津市羽所町 700 番地先まで 
新 15.0～20.0 54.2 

３ 路線名 ３１３ 西町出口線 

  道路区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ）

津市芸濃町椋本字中町 596 番 1 地先から 

津市芸濃町椋本字中町 596 番 1 地先まで 
旧 2.0～3.3 28.6 

津市芸濃町椋本字中町 596 番 1 地先から 

津市芸濃町椋本字中町 596 番 1 地先まで 
新 3.1～6.0 28.6 



４ 路線名 １０４ 佐田漆中ノ世古線 

  道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ）

津市美杉町竹原字東垣内 884 番 3 地先 

から 

津市美杉町竹原字東垣内 885 番 1 地先 

まで 

旧 4.0 15.0 

津市美杉町竹原字東垣内 884 番 3 地先 

から 

津市美杉町竹原字東垣内 885 番 1 地先 

まで 

新 4.0 15.0 

５ 路線名 ２０７ 八知下多気線 

  道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ）

津市美杉町八知字トリガウエ 3644 番 1

地先から 

津市美杉町八知字トリガウエ 3644 番 1

地先まで 

旧 3.7～7.5 69.5 

津市美杉町八知字トリガウエ 3644 番 1

地先から 

津市美杉町八知字トリガウエ 3644 番 1

地先まで 

新 3.7～7.5 69.5 

津市美杉町八知字トリガウエ 3644 番 1

地先から 

津市美杉町八知字トリガウエ 3644 番 1

地先まで 

新 4.0 69.5 



津市告示第１５６号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次の

ように道路の供用を開始した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２７年６月１日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 
供用開始 

年月日 

１０４ 佐田漆中ノ世古線

津市美杉町竹原字東垣内 884 番 3

地先から 平成２７年 

津市美杉町竹原字東垣内 885 番 1

地先まで 

６月１日 

２０７ 八知下多気線 

津市美杉町八知字トリガウエ

3644 番 1 地先から 平成２７年 

津市美杉町八知字トリガウエ

3644 番 1 地先まで 

６月１日 



津市告示第１５７号

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１１年白山町告示第７２号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。

  平成２７年６月３日

                      津市長 前 葉 泰 幸

１ 届出者

  白山町上ノ村自治会

  三重県津市白山町上ノ村２２４４番地

   代表者 谷  俊 樹

２ 変更に係る事項

  代表者の氏名及び住所

変更前
 森 田 正 孝

 三重県津市白山町上ノ村８６７番地

変更後
 谷   俊 樹

 三重県津市白山町上ノ村１２９８番地

３ 変更の理由及び年月日

平成２７年４月２５日に、代表者が総会において新任されたため。



津市告示第１５８号 

 下記の者の差押解除通知書は、住所居所不明のため、送達することができな

いので、地方税法第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２７年６月３日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○

○○○○○○ 

○○ ○○○ 差押解除通知書 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第１５９号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例１２条第２項、第１３条第２項及び

第１４条の規定に基づき撤去し、保管している自転車等について、同条例第１

６条第２項の規定により次のとおり告示する。 

 平成２７年６月３日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

野田地内 ２ 平成２７年 ５月 １日 

緑ヶ丘地内 １ 平成２７年 ５月 １日 

河辺町地内 １ 平成２７年 ５月 １日 

大谷町地内 １ 平成２７年 ５月１２日 

寿町地内 １ 平成２７年 ５月１２日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成２７年 ５月１８日 

藤方地内 １ 平成２７年 ５月１８日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２７年 ５月２０日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年 ５月２１日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年 ５月２２日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年 ５月２５日 

白塚駅前公共自転車等駐車場 ３３ 平成２７年 ５月２６日 

豊津上野駅前公共自転車等駐車場 １７ 平成２７年 ５月２６日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年 ５月２７日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年 ５月２７日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年 ５月２８日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年 ５月２９日 

２ 保管期間  

    告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫 

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第１６０号

下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。     

  平成２７年６月５日

津市長 前 葉 泰 幸  

記

国民健康保険被保険者証

記号番号 交付年月日 無効となった日

５１０７１３６ 平成２６年１０月１日 平成２７年５月１８日

９２１８６５０ 平成２６年１０月１日 平成２７年５月１８日



津市告示第１６１号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１４年香良洲町告示第８６号で認可した地縁による団体から告示され

た事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

  平成２７年６月８日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 届出者 

  地家区自治会 

  三重県津市香良洲町３１０番地 

   代表者 長谷川 裕壽

２ 変更に係る事項 

 代表者の氏名及び住所 

変更前 
辻 良治

三重県津市香良洲町２５番地８ 

変更後 
長谷川 裕壽 

三重県津市香良洲町３１０番地 

３ 変更の理由及び年月日 

通常総会において、平成２７年４月１日から新任 



津市告示第１６２号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１４年香良洲町告示第８６号で認可した地縁による団体から告示され

た事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

  平成２７年６月８日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 届出者 

  馬場区自治会 

  三重県津市香良洲町１２２９番地１９ 

   代表者 藤川 啓志

２ 変更に係る事項 

 代表者の氏名及び住所 

変更前 
横井 勝己 

三重県津市香良洲町１０５３番地 

変更後 
藤川 啓志 

三重県津市香良洲町１２２９番地１９ 

３ 変更の理由及び年月日 

通常総会において、平成２７年４月１日から新任 



津市告示第１６３号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１４年香良洲町告示第８６号で認可した地縁による団体から告示され

た事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

  平成２７年６月８日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 届出者 

  高砂区自治会 

  三重県津市香良洲町３６８５番地４ 

   代表者 木下 正治

２ 変更に係る事項 

 代表者の氏名及び住所 

変更前 
小野 宗一 

三重県津市香良洲町３６８７番地５ 

変更後 
木下 正治 

三重県津市香良洲町３６８５番地４ 

３ 変更の理由及び年月日 

通常総会において、平成２７年４月１日から新任 



津市告示第１６４号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１４年香良洲町告示第８６号で認可した地縁による団体から告示され

た事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

  平成２７年６月８日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 届出者 

  砂原区自治会 

  三重県津市香良洲町１７６０番地 

   代表者 川俣 実

２ 変更に係る事項 

 代表者の氏名及び住所 

変更前 
吉田 和法 

三重県津市香良洲町１０３５番地 

変更後 
川俣 実 

三重県津市香良洲町１７６０番地 

３ 変更の理由及び年月日 

通常総会において、平成２７年４月１日から新任 



津市告示第１６５号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１４年香良洲町告示第８６号で認可した地縁による団体から告示され

た事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

  平成２７年６月８日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 届出者 

  小松区自治会 

  三重県津市香良洲町１５８６番地９ 

   代表者 太田 増一

２ 変更に係る事項 

 代表者の氏名及び住所 

変更前 
土性 昭洋 

三重県津市香良洲町５９４８番地３ 

変更後 
太田 増一 

三重県津市香良洲町１５８６番地９ 

３ 変更の理由及び年月日 

通常総会において、平成２７年４月１日から新任 



津市告示第１６６号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１４年香良洲町告示第８６号で認可した地縁による団体から告示され

た事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

  平成２７年６月８日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 届出者 

  川原区自治会 

  三重県津市香良洲町２９５６番地１ 

   代表者 矢代 勝彦

２ 変更に係る事項 

 代表者の氏名及び住所 

変更前 
北山 多寿雄 

三重県津市香良洲町４５１番地 

変更後 
矢代 勝彦 

三重県津市香良洲町２９５６番地１ 

３ 変更の理由及び年月日 

通常総会において、平成２７年４月１日から新任 



津市告示第１６７号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１４年香良洲町告示第８６号で認可した地縁による団体から告示され

た事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

  平成２７年６月８日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 届出者 

  桜町区自治会 

  三重県津市香良洲町１１６番地９ 

   代表者 奥田 信夫

２ 変更に係る事項 

 代表者の氏名及び住所 

変更前 
小野 篤 

三重県津市香良洲町１３４番地９６ 

変更後 
奥田 信夫 

三重県津市香良洲町１１６番地９ 

３ 変更の理由及び年月日 

通常総会において、平成２７年４月１日から新任 



津市告示第１６８号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１４年香良洲町告示第８６号で認可した地縁による団体から告示され

た事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

  平成２７年６月８日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 届出者 

  稲葉区自治会 

  三重県津市香良洲町５０５０番地 

   代表者 奥野 敏己

２ 変更に係る事項 

 代表者の氏名及び住所 

変更前 
奥田 満 

三重県津市香良洲町５０５２番地 

変更後 
奥野 敏己 

三重県津市香良洲町５０５０番地 

３ 変更の理由及び年月日 

通常総会において、平成２７年４月１日から新任 



津市告示第１６９号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１４年香良洲町告示第８６号で認可した地縁による団体から告示され

た事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

  平成２７年６月８日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 届出者 

  浜浦区自治会 

  三重県津市香良洲町５７０１番地 

   代表者 小野 新也

２ 変更に係る事項 

 代表者の氏名及び住所 

変更前 
奥田 卓良 

三重県津市香良洲町６２０７番地２ 

変更後 
小野 新也 

三重県津市香良洲町５７０１番地 

３ 変更の理由及び年月日 

通常総会において、平成２７年４月１日から新任 



津市告示第１７０号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２４年津市告示第３２号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。 

  平成２７年６月８日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

須ヶ瀬町自治会 

  三重県津市須ヶ瀬町１６０５番地１ 

代表者 斉 藤 直 和 

２ 変更に係る事項 

 事務所の所在地 

変更前 三重県津市須ヶ瀬町１６０３番地３ 

変更後 三重県津市須ヶ瀬町１６０５番地１ 

 代表者の氏名及び住所 

変更前 
宮 下 勝 好 

三重県津市須ヶ瀬町１６０３番地３ 

変更後 
斉 藤 直 和 

三重県津市須ヶ瀬町１６０５番地１ 

３ 変更の理由及び年月日 

平成２７年５月２４日の定期総会において代表者が選任され、平成２７年

４月１日から就任することとなったため。 



津市告示第１７１号 

平成２６年産畑作物共済（大豆；全相殺方式）に係る共済金の支払額を決定

したので、津市農業共済条例（平成１８年津市条例第１８５号）第１１５条の

規定により、畑作物共済加入者ごとに共済金の支払額、畑作物共済減収量、共

済金の支払期日及び共済金の支払方法を別紙のとおり公表する。 

平成２７年６月９日 

津市長 前 葉 泰 幸   



　　別紙

農家
番号

地区名 共済金支払額(円) 減収量(kg) 支払期日 支払方法

1 津１ 791,120 2,552

2 津２ 263,190 849

3 芸濃１ 577,840 1,864

4 芸濃２ 299,460 966

5 芸濃３ 1,263,250 4,075

6 芸濃４ 709,900 2,290

7 安濃１ 1,179,240 3,804

8 美里１ 506,230 1,633

9 美里２ 9,610 31

10 一志１ 870,170 2,807

11 一志２ 79,670 257

12 一志３ 345,650 1,115

13 一志４ 163,370 527

14 一志５ 1,297,970 4,187

15 一志６ 2,626,630 8,473

16 一志７ 2,143,650 6,915

合計 13人 13,126,950 42,345

平成２６年産畑作物共済（大豆；全相殺方式）　加入者ごと共済金支払額等一覧

平成27年6月1日 口座振込



津市告示第１７２号

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１６年美杉村告示第７２号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。

  平成２７年６月９日

津市長 前 葉 泰 幸

１ 届出者

  新堂地区

  三重県津市美杉町八知５５５２番地

  代表者 山 本  均

２ 変更に係る事項

(１)代表者の氏名及び住所

変更前
今井 正孝

三重県津市美杉町八知５３１８番地

変更後
山本 均

三重県津市美杉町八知５８９８番地

３ 変更の理由及び年月日

通常総会において、平成２７年４月５日から新任



津市告示第１７３号

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１０年美杉村告示第９号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。

  平成２７年６月９日

津市長 前 葉 泰 幸

１ 届出者

  中村組自治会

  三重県津市美杉町下之川１８５３番地２

  代表者 脇 谷  昇

２ 変更に係る事項

   代表者の氏名及び住所

変 更 前 渡邊 敏和

三重県津市美杉町下之川２００６番地３

変 更 後 脇谷 昇

三重県津市美杉町下之川１７５６番地

３ 変更の理由及び年月日

  通常総会において、平成２７年４月１１日から新任



津市告示第１７４号

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１７年美杉村告示第１２４号で認可した地縁による団体から告示され

た事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。

  平成２７年 ６月 ９日

津市長 前 葉 泰 幸

１ 届出者

  須渕地区

  三重県津市美杉町八知６７４番地３

  代表者 大 西 文 夫

２ 変更に係る事項

代表者の氏名及び住所

変 更 前 大西 廣文

三重県津市美杉町八知７８３番地

変 更 後 大西 文夫

三重県津市美杉町八知２０２番地

３ 変更の理由及び年月日

  通常総会において、平成２７年４月２２日から新任



津市告示第１７５号

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１６年美杉村告示第１０号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。

  平成２７年 ６月 ９日

津市長 前 葉 泰 幸

１ 届出者

  大御堂地区

  三重県津市美杉町八知５１５３番地１

  代表者 真 伏 敏 男

２ 変更に係る事項

  代表者の氏名及び住所

変更前 真伏 峰雄

三重県津市美杉町八知４５５４番地

変更後 真伏 敏男

三重県津市美杉町八知４４８０番地

３ 変更の理由及び年月日

  通常総会において、平成２７年４月２５日から新任



津市告示第１７６号

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２２年津市告示第２２２号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。

  平成２７年６月９日

津市長 前 葉 泰 幸

１ 届出者

  下多気区

  三重県津市美杉町下多気２５８６番地６

  代表者 松 本 重 行

２ 変更に係る事項

  代表者の氏名及び住所

変 更 前 小田 大一

三重県津市美杉町下多気２１３０番地

変 更 後 松本 重行

三重県津市美杉町下多気２３５８番地

３ 変更の理由及び年月日

  通常総会において、平成２７年４月２８日から新任



津市告示第１７７号

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成８年美杉村告示第８号で認可した地縁による団体から告示された事項

に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示する。

  平成２７年 ６月 ９日

津市長 前 葉 泰 幸

１ 届出者

  上多気区

  三重県津市美杉町上多気６３６番地１

  代表者 芝 山 紀 男

２ 変更に係る事項

  代表者の氏名及び住所

変更前 辻村 征信

三重県津市美杉町上多気６６３番地

変更後 芝山 紀男

三重県津市美杉町上多気１５０７番地

３ 変更の理由及び年月日

  通常総会において、平成２７年５月９日から新任



津市告示第１７８号

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２５年津市告示第４０号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。

  平成２７年６月１０日

                      津市長 前 葉 泰 幸

１ 届出者

  並木区

  三重県津市白山町川口３２１５番地１

   代表者 松岡 和幸

２ 変更に係る事項

  代表者の氏名及び住所

変更前
 池 田 里 巳

 三重県津市白山町川口３２２８番地１

変更後
 松 岡 和 幸

 三重県津市白山町川口２６４６番地

３ 変更の理由及び年月日

平成２７年２月２５日に、代表者が総会において新任され、平成２７年４

月１日から就任することになったため。



津市告示第１７９号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次の

ように道路の区域を変更した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２７年６月１１日 

 津市長 前 葉 泰 幸   

１ 路線名 ３６２０ 納所北河路第２号線 

道路の区域 

区域 
新旧の

別 
幅員（ｍ） 

延長

（ｍ） 

津市北河路町字位田 46 番 2 地先から 

津市北河路町字垣内 587 番 2 地先まで 
旧 4.3～12.9 244.4 

津市北河路町字位田 46 番 2 地先から 

津市北河路町字垣内 587 番 2 地先まで 
新 5.3～13.3 244.4 



津市告示第１８０号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次の

ように道路の区域を変更した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２７年６月１１日 

 津市長 前 葉 泰 幸   

１ 路線名 ７００５ 山口篠ヶ広線 

道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ）

津市美杉町下之川字ツツジ 472 番 2 地先

から 

津市美杉町下之川字片井張 377 番 2 地先

まで 

旧 2.8～9.1 260.0 

津市美杉町下之川字ツツジ 472 番 2 地先

から 

津市美杉町下之川字片井張 377 番 2 地先

まで 

新 2.8～40.2 260.0 



津市告示第１８１号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次の

ように道路の供用を開始した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２７年６月１１日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 
供用開始 

年月日 

３６２０ 納所北河路第２号線 

津市北河路町字位田 46 番 2

地先から 平成２７年 

津市北河路町字垣内 587 番 2

地先まで 

６月１１日 

３３６７ 納所一色町第１号線 

津市北河路町字荒堀 13 番 2

地先から 平成２７年 

津市一色町字平田 252 番地先

まで 

６月１１日 



津市告示第１８２号 

 下記の者の平成２７年度固定資産税・都市計画税納税通知書は、住所居所不

明のため、送達することができないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部資産税課で保管し、

送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２７年６月１２日 

                     津市長 前 葉 泰 幸   

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 

○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○

○○ 
○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○ ○○○○○ 
○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○ ○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ 
○○○ ○○○ ○○ ○

○○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○

○○○○○ 
○○ ○○ 



○○○○○○○○○○○○ ○○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○ 

○○ ○○ ○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○ ○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

大阪府大阪市鶴見区放出東二丁目 8-1 セイコー機械 株式会社 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○

○○○○○○○○ 
○○ ○○ 



○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

津市白山町南出 734 番地 有限会社 Ｓ・Ｋ・Ｏ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○ 
○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ ○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
○○○○○○○○○○○○

○ ○○ 



○○○○ ○○ ○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 



津市告示第１８３号

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１６年白山町告示第７７号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示

する。

  平成２７年６月１５日

                      津市長 前 葉 泰 幸

１ 届出者

  白山町垣内自治会

  三重県津市白山町垣内３９６番地

   代表者 中垣内  洋

２ 変更に係る事項

  代表者の氏名及び住所

変更前
 山 田 達 生

 三重県津市白山町垣内３９９番地２

変更後
 中垣内   洋

 三重県津市白山町垣内３９６番地

３ 変更の理由及び年月日

平成２７年４月１８日に、代表者が総会において新任されたため。



津市告示第１８４号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の規定により、

地縁による団体を認可し、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

  平成２７年６月１５日 

津市長 前 葉 泰 幸    

１ 名称 

  井戸町中垣内自治会 

２ 規約に定める目的 

  本会は、以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好な

地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。 

 回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡 

 美化･清掃等区域内の環境整備 

 神社等の維持管理、奉仕活動 

 その他目的達成のために必要な事業 

３ 区域 

  本会の区域は、津市片田井戸町２１３番地から２４６番地及び１７４番地、

１７８番地までの区域とする。 

４ 主たる事務所 

三重県津市片田井戸町１９０番地 

５ 代表者の氏名及び住所 

  福井 啓之 

  三重県津市片田井戸町１７８番地１ 

６ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有 

 無 

  なし 

７ 代理人の有無 

  なし 

８ 規約に定める解散の理由 

  本会は、地方自治法第２６０条の２０の規定により解散する。 

  総会の議決に基づいて解散する場合は、総会の４分の３以上の承諾を受け

なければならない。 

９ 認可年月日 

  平成２７年６月１５日 



津市公告第６５号 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定によ

る道路の位置を指定しましたので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令

第４０号）第１０条第１項の規定により次のとおり公告します。 

  平成２７年６月２日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 指定にかかる道路の種類 

   法第４２条第１項第５号 

２ 指定の年月日  

平成２７年５月２８日 

３ 指定道路の位置 

津市安濃町大塚字向山 472－２、487－９、赤道の一部 

４ 指定道路の延長及び幅員 

延長  ６７．８メートル 

幅員   ６．０メートル 

































































津市公告第６７号

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定

により、津市農用地利用集積計画を定めましたので、同法第１９条の規定によ

り公告します。

  平成２７年６月１０日

津市長 前 葉 泰 幸  



津市公告第６８号 

 三重短期大学の教員を次のとおり募集します。 

  平成２７年６月１１日 

                     津市長 前 葉 泰 幸 

１ 専門分野 

財政学 

２ 担当科目 

財政学及び地方財政論 

３ 採用職 

教授、准教授または講師 

４ 採用人員 

１名 

５ 応募資格 

大学院修士課程（博士課程前期）修了（平成２８年３月修了見込みも含む。）

又はそれと同等以上の研究上の業績を有すること。 

６ 採用時期 

平成２８年４月１日（予定） 

７ 給与 

津市職員の給与に関する条例等の定めるところによる。 

８ 公募締切 

平成２７年８月３１日（月）（午後５時までに必着のこと。） 

９ 面接日 

平成２７年１０月３１日（土）（面接者には１０月１５日(木)又は１０月１

６日（金）に電話又はメールで連絡します。交通費は支給しません。） 

10 提出書類 

 応募書類一覧表 

 履歴書（写真を貼付し、連絡先を明記してください。） 

 最終学歴を証明する書類（学位記の写し可） 

 教育研究業績書 

研究業績のうち主要なもの３点に○印をしてください。 

教育研究業績書は指定の様式を使用してください。なお、本学ホームペ

ージ（http://www.tsu-cc.ac.jp）よりダウンロード可能です。 



 主要業績３点の現物又はその写し（３点のみ同封すること。） 

 研究業績３点についての概要（各 800 字程度） 

 研究指導者等の推薦状（任意） 

11 選考方法 

本学教授会において審議のうえ決定します。 

12 その他 

採用後は津市又はその周辺等に居住できること。 

13 書類提出先 

〒514-0112 三重県津市一身田中野 157 番地 

三重短期大学学長宛 

（封筒の表に、「財政学教員応募書類在中」と朱書きしてください。） 

14 問い合わせ先 

三重短期大学 大学総務課総務担当 

電 話 ０５９－２３２－２３４１（代） 

ＦＡＸ ０５９－２３２－９６４７ 

Ｅ-ｍａｉｌ 232-2341@city.tsu.lg.jp

（ただし、問い合わせは原則としてＦＡＸ又はＥ-ｍａｉｌとします。) 



津市公告第６９号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２７年６月１２日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２７年６月９日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市芸濃町椋本字南山ノ花2727番3、2727番7 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  鈴鹿市西条五丁目2番地の1

  有限会社 創和住建 

  代表取締役 寺坂 文夫 



津市上下水道事業告示第７号

津市公共下水道条例（平成１８年条例第２０１号）第６条第１項の規定によ

り、指定工事店を次のとおり指定したので、同条例第１７条第１項の規定によ

り告示する。

  平成２７年６月８日

             津市上下水道事業管理者  佐 治 輝 明

指定した工事店

工 事 店 名 所 在 地 指  定  期  間

有限会社

プラスワン

度会郡玉城町蚊野

２０６３番地８９

平成２７年６月１５日から

平成３１年３月３１日まで



津市上下水道事業公告第６号 

次のとおり条件付一般競争入札を執行しますので、地方自治法施行令（昭和

２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６第１項及び津

市契約規則（平成１８年津市規則第４０号。以下「規則」という。）第４条の

規定により公告します。 

平成２７年６月８日 

津市上下水道事業管理者 佐 治 輝 明   

１ 入札に付する事項 

 工事名  平成２７年度工務第２４号 

        戸木町地内配水管布設工事 

 工事場所 津市戸木町地内 

 工事概要 配水管布設工 ＤＩＰφ500 ㎜ Ｌ＝549.6ｍ 

        配水管布設工 ＤＩＰφ200 ㎜～φ75 ㎜ Ｌ＝97.3ｍ 

        バタフライ弁設置工 φ500 ㎜ Ｎ＝2 箇所 

        仕切弁設置工 φ500 ㎜～φ50 ㎜ Ｎ＝8 箇所 

        空気弁設置工 φ75 ㎜ Ｎ＝4 箇所 

        不断水切替弁設置工 φ500 ㎜ Ｎ＝1 箇所 

        不断水仕切弁設置工 φ150 ㎜ Ｎ＝1 箇所 

 工期   契約締結日から平成２８年２月２６日まで 

 予定価格 １５７，９２６，０００円（税抜き） 

２ 入札参加者に必要な資格 

本件工事の条件付一般競争入札に参加できる者は、次の各号のいずれにも

該当する者とする。 

 施行令第１６７条の４の規定に該当しない者 

 津市建設工事等条件付一般競争入札実施要領（平成１８年１月１日施行。

以下「要領」という。）第４条第１項に掲げる要件を備えている者 

 要領第４条第２項各号の一に該当しない者 

 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立

て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申

立て、破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立て、



会社法（平成１７年法律第８６号）に基づく清算の開始又は会社法の施行

に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第８７号）第６４

条の規定による改正前の商法（明治３２年法律第４８号）に基づく整理開

始の申立て若しくは通告がなされていない者であること。ただし、民事再

生法に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法に基づく更生手続開始

の申立てがなされた者であって、手続開始決定の日を基準日とする経営事

項審査（その日以後迎えた決算日を基準日とする経営事項審査を受けてい

る場合にあっては、当該経営事項審査）の結果に基づき、建設工事につい

て入札参加資格を認められ、かつ、再生計画又は更生計画が認可された者

を除く。 

 津市競争入札参加資格者名簿において土木一式工事を希望業種として登

載されている者 

 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条に規定する特定建設業の

許可（土木工事業）を受けている者 

 本市の区域内に本店を有する者 

 土木一式（配水管工事）に係る格付区分がＡ１の者 

 本件工事に、土木工事業の監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了

証を有する監理技術者を専任で配置できる者 

 （配置予定の技術者が施工中の他の工事に従事している場合は、契約する

時点で他の工事の完成検査が終了していること。） 

 上記 に掲げる者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 

 （本件入札に係る入札参加申込書の提出日において連続３か月以上直接的

な雇用関係にあるものに限る。） 

 元請として、水道局が指定する講習会等を修了した者を適正配置できる

者 

※ 水道局が指定する講習会等とは、口径５００ｍｍ以上の配水管布設工

事については、公益社団法人日本水道協会の配水管工技能講習会大口径

管、一般社団法人日本ダクタイル鉄管協会の継手接合研修会（ＮＳ形口

径５００ｍｍ以上）又は鋳鉄管製造メーカーの配管技能講習会（ＮＳ形

口径５００ｍｍ以上）をいい、口径４５０ｍｍ以下の配水管布設工事に

ついては、公益社団法人日本水道協会の配水管工技能講習会Ⅰ、一般社

団法人日本ダクタイル鉄管協会の継手接合研修会（ＮＳ形口径４５０ｍ

ｍ以下）又は鋳鉄管製造メーカーの配管技能講習会（ＮＳ形口径４５０



ｍｍ以下）をいう。この工事は、それぞれの講習会等を修了した者が必

要。 

３ 入札参加申込書等の配付 

 配付期間 平成２７年６月８日（月）から６月１９日（金）まで 

 配付場所 津市水道局水道総務課契約財産担当又は津市ホームページ

「入札情報（水道局）」からダウンロード 

４ 入札参加資格の確認等 

 本件工事の条件付一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加申込書

等を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 

ア 提出期間 平成２７年６月８日（月）から６月１９日（金）午後５時

まで 

イ 提出場所 津市水道局水道総務課契約財産担当 

ウ 提出方法 持参によることとし、その他の方法は認めない。 

 提出書類 

ア 津市条件付一般競争入札参加申込書 

イ 土木工事業に係る特定建設業の許可証の写し 

ウ 審査基準日が平成２５年１０月１日から平成２６年９月３０日までの

経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し 

エ 配置予定監理技術者に係る監理技術者資格者証（表・裏）及び監理技

術者講習修了証の写し 

オ ＮＳ形等の耐震継手講習会等(口径５００ｍｍ以上及び口径４５０ｍ

ｍ以下)修了証等の写し 

カ 配置予定技術者等との雇用関係が確認できる書類 

キ 営業所専任技術者証明書の写し（建設業許可申請に必要な営業所の専

任技術者調書の写し） 

ク 施工計画書 

 入札参加資格の審査結果については、平成２７年６月２５日（木）まで

に文書により通知する。 

５ 設計図書等の閲覧等 

 閲覧 

ア 閲覧期間 平成２７年６月８日（月）から７月１３日（月）まで 

イ 閲覧場所 津市水道局水道総務課契約財産担当及び津市ホームページ

「入札情報（水道局）」からダウンロード 



 購入 

ア 購入期間 上記 アに同じ 

イ 購入場所 津市半田１４１ 

         アサヒ感光社（０５９－２２６－５２１４） 

６ 工事の疑義等 

 施工計画に関する質疑等 

  ア 質問受付 平成２７年６月１２日（金）正午までに指定の質問書によ

りＦＡＸ又は持参にて、津市水道局水道総務課契約財産担当

に提出すること。なお、ＦＡＸの場合は、質問書の提出期限

時刻必着とし、必ず着信の確認を行うこと。 

  イ 回答方法 平成２７年６月１７日（水）までに津市ホームページ「入

札情報（水道局）」にて掲載する。また、回答に対する再質

問は認めないため、質問書には質問内容を明確に記載し提出

すること。 

 見積に関する質疑等 

  ア 質問受付 平成２７年７月１日（水）正午までに指定の質問書により

ＦＡＸ又は持参にて、津市水道局水道総務課契約財産担当に

提出すること。なお、ＦＡＸの場合は、質問書の提出期限時

刻必着とし、必ず着信の確認を行うこと。 

  イ 回答方法 平成２７年７月８日（水）までに津市ホームページ「入札

情報（水道局）」にて掲載する。また、回答に対する再質問

は認めないため、質問書には質問内容を明確に記載し提出す

ること。 

７ 入札方法 

入札方法は、郵便による入札とし、入札書及び積算内訳書（指定様式に限

る。）を指定された封筒に封入の上、一般書留又は簡易書留のいずれかの方

法で郵送するものとし、持参は認めない。 

 入札書の郵送期間 

適格通知書受領の日から平成２７年７月１３日（月）までに必着 

 入札書の郵送提出先 

〒５１４－８７９９ 

日本郵便（株）津中央郵便局留 津市水道局水道総務課宛 

８ 開札の日時及び場所 



 日時 平成２７年７月１６日（木）午後１時３０分から 

 場所 津市水道局庁舎２階入札室 

９ 入札保証金 

入札保証金は免除する。 

10 契約保証金 

契約の締結の際に契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を納付しな

ければならない。ただし、規則第２７条第１項に規定する有価証券等又は金

融機関等若しくは保証事業会社との保証委託契約の保証証書を提供すること

により、契約保証金の納付に代えることができる。 

また、規則第２８条第１項第１号に規定する履行保証保険契約に係る保険

証券又は同項第２号に規定する工事履行保証契約に係る保証証券を提出する

ことにより、契約保証金の納付を免除することができる。 

11 開札の立会い 

開札に当たり、資格を有すると認められた者の中から立会人２者を選定し、

該当者に連絡する。 

12 入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

 競争入札に参加する資格のない者が入札をしたとき。 

 応募資料に虚偽の記載があるとき。 

 応募資料に不備があるとき。 

 入札者が同一事項の入札に対し２以上の入札をしたとき。 

 入札者又はその代理人が他人の入札の代理をしたとき。 

 著しく信義に反する行為をしたとき。 

 入札に際して連合等の不正行為があったとき。 

 入札書に入札者の記名押印のないとき。 

 入札金額を訂正しているとき。 

 入札書の日付がない又は適格通知書受領の日から開札日までの期間内の

日付となっていないとき。 

 入札書の記載事項が確認できないとき。 

 入札書に指定された事項が記載されていないとき。 

 指定された郵送方法以外の方法により入札書を提出したとき。 

 入札書が提出期限までに提出されないとき。 

 積算内訳書が同封されていないとき。 



 積算内訳書に入札者の記名押印のないとき。 

 入札金額と積算内訳書の合計金額が異なるとき。 

 意思表示が民法上無効とされる入札をしたとき。 

 前号までに掲げるもののほか、本市が特に指定した事項に違反したとき。 

13 最低制限価格 

規則第１２条の規定に基づき、最低制限価格を設ける。 

14 公正な入札の確保 

 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和

２２年法律第５４号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加

者と入札価格又は入札参加意思についていかなる相談も行わず、独自に入

札価格を決定しなければならない。 

 入札参加者は、開札の前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的

に開示してはならない。 

15 契約書作成の要否 

  契約書作成は要とする。また、契約条項については、津市工事請負契約約

款によるものとする。 

16 その他の注意事項 

 入札書は、入札日（開札日）、入札者の住所（所在地）、商号（名称）、

代表者氏名、印（使用印鑑届に押印された印）、入札金額、工事名及び工

事場所を鮮明に表示すること。 

  なお、入札書は、指定した封筒に入れ、開札日時、件名及び差出人名を

記入の上、３箇所の封印をすること。 

 前金払 有 

 部分払 無 

 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分

の８に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき

は、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札

者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、見積もった契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額

を入札書に記載すること。 

 落札者の決定については、予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格

をもって入札した者のうち、最低価格で入札した者を落札者とする。 



  なお、落札者となるべき同価格の入札者が２者以上あるときは、くじ引

きにより落札者を決定する。 

 この入札に係る費用は、すべて入札参加者の負担とする。 

 談合情報、天災その他やむを得ない事由により入札を行うことができな

いときは、入札を延期又は中止することがある。なお、入札の中止等に至

った場合においても、見積りに係る費用その他入札に係る一切の費用は補

償しない。 

 入札をした者は、入札後において、設計図書等（設計図書、図面、仕様

書、関係書類及び現場等）についての不明を理由として異議を申し立てる

ことはできない。 

担当課（問い合わせ先） 

津市水道局水道総務課契約財産担当 

電話番号 ０５９－２３７－５８０３ 

ＦＡＸ  ０５９－２３７－５８１９ 



津市上下水道事業公告第７号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  平成２７年６月８日 

津市上下水道事業管理者 佐 治 輝 明   

記 

別紙のとおり 

















津市選挙管理委員会告示第１０１号

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項及び第７５条第１項

並びに市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年法律第５９号）第４条第

１項及び第５条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の５０分の１の数、

同法第４条第１１項及び第５条第１５項の規定による選挙権を有する者の総数

の６分の１の数並びに地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１条

第１項、第８６条第１項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和

３１年法律第１６２号）第８条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の

３分の１の数を次のとおり告示する。

平成２７年津市選挙管理委員会告示第７６号は廃止する。

  平成２７年６月２日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

１ ５０分の１の数     ４,５５７人 

２  ６分の１の数    ３７,９７４人 

３  ３分の１の数    ７５,９４７人



津市選挙管理委員会告示第１０２号

 平成２７年４月２６日執行の津市長選挙における候補者の選挙運動に関する

収支報告書の提出があったので公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１

９２条第１項の規定により、その要旨を別紙のとおり公表する。

  平成２７年６月２日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次





津市選挙管理委員会告示第１０３号

 平成２７年５月１２日執行の津市波瀬財産区議会議員選挙における各候補者

の選挙運動に関する収支報告書の提出があったので公職選挙法（昭和２５年法

律第１００号）第１９２条第１項の規定により、その要旨を別紙のとおり公表

する。

  平成２７年６月２日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次
























